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平
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月
八
日
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総
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大
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時
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理

国
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大

臣

塩

崎

恭

久

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
創
設
し
た
国
際
漫
画
賞
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
創
設
し
た
国
際
漫
画
賞
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

漫
画
と
は
、
一
般
に
、
絵
を
連
ね
、
多
く
は
せ
り
ふ
を
添
え
て
表
現
し
た
物
語
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
及
び
九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
賞
に
つ
い
て
は
、
海
外
で
漫
画
文
化
の
普
及
啓
蒙
に
貢
献
す
る
、
原
則
と
し
て
外
国
人
の
漫
画
作
家
を
顕
彰
す

る
た
め
に
賞
を
創
設
す
る
旨
を
内
容
と
す
る
決
裁
書
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
、
継
続
的
な
実

施
を
想
定
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
賞
に
関
す
る
事
務
を
主
管
す
る
課
は
、
大
臣
官
房
広
報
文
化
交
流
部
文
化
交
流
課
で
あ
り
、

そ
の
課
長
の
氏
名
は
中
井
一
浩
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

一



外
務
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
賞
の
選
考
委
員
と
し
て
は
、
日
本
の
漫
画
技
術
・
表
現
に
精
通
す
る
専
門
家
が
外
国
の

漫
画
作
品
を
客
観
的
に
選
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
里
中
満
智
子
氏
（
漫
画
家
、
マ
ン
ガ
・
サ
ミ
ッ
ト
運
営

本
部
長
）
、
や
な
せ
た
か
し
氏
（
漫
画
家
）
、
ち
ば
て
つ
や
氏
（
漫
画
家
）
、
宮
原
照
夫
氏
（
元
漫
画
雑
誌
編
集
長
）
及
び

八
窪
頼
明
氏
（
元
漫
画
雑
誌
編
集
長
）
が
選
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
選
考
委
員
に
対
し
て
は
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
か
ら
謝
金
が
支
払
わ
れ
る
予
定

で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
を
行
う
予
定
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
省
内
に
設
け
ら
れ
る
褒
賞
制
度
等
に
つ
い
て
、
外
務
大
臣
の
個
人
名
を
冠
す
る
こ
と
自
体
に
特
段
の

問
題
が
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年

二
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
六
六
号
）
の
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
川
口
賞
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
平

二



成
十
六
年
六
月
の
後
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
川
口
賞
の
授
与
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
と
し
て
決
定
を
行
っ

た
こ
と
は
な
い
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
町
村
外
務
大
臣
の
在
任
中
に
お
い
て
は
、
同
大
臣
の
個
人
名
を
冠
し

た
賞
の
創
設
に
つ
い
て
特
段
の
議
論
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
賞
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。三


